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熊
本
国
税
局
で
は
平
成
25
年
１

月
21
日
（
月
）
か
ら
平
成
25
年
３

月
15
日
（
金
）
ま
で
の
期
間
、「
確

定
申
告
電
話
相
談
セ
ン
タ
ー
」
を

開
設
し
、
所
得
税
、
消
費
税
及
び

贈
与
税
の
確
定
申
告
に
関
す
る
ご

相
談
等
に
電
話
で
お
答
え
し
て
お

り
ま
す
。

　

最
寄
り
の
税
務
署
の
代
表
電
話

に
お
か
け
い
た
だ
く
と
、
自
動
音

声
案
内
に
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
の

で
、「
０
」
番
を
選
択
し
、
用
件

を
お
話
く
だ
さ
い
。

　

申
告
会
場
や
受
付
時
間
な
ど
の

問
い
合
わ
せ
に
は
オ
ペ
レ
ー
タ
ー

が
お
答
え
す
る
ほ
か
、
問
い
合
わ

せ
の
内
容
等
に
よ
り
、
電
話
を
転

送
し
、
職
員
等
が
お
答
え
い
た
し

ま
す
。

　

な
お
、
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
、

電
話
が
つ
な
が
り
に
く
い
場
合
や

少
々
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了

承
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
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● 

中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
（
以

下
「
円
滑
化
法
」）
の
期
限
到
来

（
本
年
３
月
末
）
後
の
検
査
・
監

督
の
方
針
に
つ
い
て

　

円
滑
化
法
が
本
年
３
月
末
に
期

限
を
迎
え
ま
す
。

【
金
融
庁
の
検
査・監
督
の
方
針
（
骨
子
）】

⃝�

金
融
機
関
が
貸
付
条
件
変
更
等

に
努
め
る
べ
き
こ
と
は
、
期
限
到

来
後
も
何
ら
変
わ
り
ま
せ
ん
。

⃝��

金
融
検
査
・
監
督
の
ス
タ
ン
ス
は
、

期
限
到
来
後
も
変
わ
ら
ず
、
金
融

機
関
に
は
、
借
り
手
の
経
営
課
題

に
応
じ
た
解
決
策
を
、
借
り
手
の

立
場
で
提
案
し
、
時
間
を
か
け
て

実
行
支
援
す
る
よ
う
促
し
ま
す
。

【
詳
細
】
金
融
庁
Ｈ
Ｐ　

http://
w
w
w
.fsa.go.jp　

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
九
州
財
務
局

お
知
ら
せ

円
滑
化
法
が
本
年
３
月
末
に

期
限
を
迎
え
ま
す
。

確
定
申
告
に
関
す
る
ご
相
談
は

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー

「
０
」番
へ
！

婚活イベントの情報 はやぶさの町で
１．主　　催 … 肝付町 ２．開催日時 … 平成 25 年４月 14 日（日）　午前 10 時〜午後３時頃
３．開催場所 … 叶岳　木遊館 ４．集合場所 … 肝付町役場　内之浦総合支所
５．募集対象 … 県内に在住の 25 歳以上 60 歳未満の独身男女　各 20 名　先着順（男性は、肝付町内在住者を優先）
６．参 加 料 … 男性　3,000 円　　女性 2,000 円（当日徴収）
７．申込方法 … 郵送、ＦＡＸ、メール　詳しくは、内之浦総合支所　℡ ０９９４－６７－３０５５
８．申込締切 … 平成 25 年３月 27 日（水）　※先着順に受付、定員になり次第、締切
９．内　　容 … 自己紹介の後、みんなでイセエビ等の捌き体験、バーベキュー、フリートーク等による交流
10．情　　報 …  ホームページ　鹿児島県：鹿児島県 ➡ 健康・福祉 ➡ 青少年・子供 ➡ 少子化対策事業 ➡ 出会いサポートのためのイベント情報
 肝付町：婚活イベント ➡ 「君に胸キュン in きもつき８」開催のお知らせ

『君に胸キュン♥ in きもつき８』

鹿児島県の特定（産業別）最低賃金が次のように改正されました。
特定（産業別）最低賃金 最低賃金

効力発生日
産業名 時間額

百貨店、総合スーパー 680 平成 24 年 12 月  8 日

自動車（新車）小売業 724 平成 24 年 12 月 19 日

電子部品、デバイス、電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 700 平成 24 年 12 月 21日

■  鹿児島県最低賃金「時間額 654 円」は県下のすべての労働者に適用されます。ただし、特定（産業別）最低賃金の
産業に該当する場合は、当該最低賃金も適用されます。

■  最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用され、使用者は労働者に対し、最低賃金額以上の
賃金を支払わなければなりません。 

■  最低賃金には、次の賃金は算入されません。 
　（1）臨時に支払われる賃金 ( 結婚手当など ) （2）１月を超える期間ごとに支払われる賃金 ( 賞与など ) 
　（3）時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金 （4）精皆勤手当、通勤手当、家族手当

【問い合わせ先】　鹿屋労働基準監督署　　℡ 0994-43-3385
最低賃金テレホンサービス　　℡ 099-223-8881


